
　

挨
拶
に
立
っ
た
塾
全
協
東
日
本
ブ
ロ
ッ
ク

理
事
長
の
沼
田
広
慶
氏
は
、「
先
日
、
下
村

大
臣
を
囲
ん
で
、〝
日
本
の
教
育
の
未
来
を

考
え
る
会
〞が
開
催
さ
れ
た
。
具
体
的
な
話

は
な
か
っ
た
が
、
将
来
、
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度

が
行
わ
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
感
じ

た
」
と
述
べ
た
。

　

続
い
て
、
全
国
学
習
塾
協
会
事
務
局
の
大

木
一
利
氏
が
「
学
習
塾
認
証
制
度
」
の
具
体

的
な
説
明
を
行
っ
た
。

　

認
証
マ
ー
ク
付
与
事
業
者
は
、
消
費
者
や

顧
客
層
に
次
の
６
つ
の
ア
ピ
ー
ル
が
で
き
る
。

○
消
費
者
に
十
分
で
適
切
な
情
報
提
供
を
行

っ
て
い
る

○
消
費
者
と
適
正
で
明
確
な
契
約
・
解
約
を

行
っ
て
い
る

○
通
塾
す
る
子
ど
も
の
安
全
確
保
に
努
め
て

い
る

○
顧
客
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
、
そ
の
充
実

を
図
っ
て
い
る

○
個
人
情
報
の
適
切
な
取
り
扱
い
を
行
っ
て

い
る

○
こ
う
し
た
こ
と
が
継
続
的
に
守
ら
れ
、
改

善
を
行
っ
て
い
る

　

現
在
37
塾
が
認
証
を
受
け
て
い
て
、
認
証

マ
ー
ク
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
掲
載
し
て
、

い
ち
早
く
活
用
し
て
い
る
と
い
う
。

　

認
証
審
査
の
申
請
に
あ
た
り
、
提
出
す
る

書
類
は
20
種
類
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
所

定
の
申
請
書
式
の
作
成
用
サ
ン
プ
ル
が
あ
り
、

活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
20
種
類

の
書
類
は
以
下
に
な
る
。

①
認
証
審
査
申
請
書　

②
申
請
誓
約
書　

③

発
行
後
３
ヵ
月
以
内
の
登
記
簿
謄
本（
個
人

事
業
者
の
場
合
は
住
民
票
）　

④
直
近
事
業

年
度
３
年
間
の
貸
借
対
照
表
・
損
益
計
算
書

お
よ
び
営
業
報
告
書　

⑤
会
社
案
内
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
な
ど　

⑥
概
要
書
面　

⑦
広
告
物
の
直
近

３
種
類　

⑧
契
約
書
面　

⑨
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
お
よ
び
中
途
解
約
受
付
書　

⑩
認
証

基
準
対
応
規
定　

⑪
子
ど
も
の
安
全
確
保

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
規

定　

⑫
顧
客
相
談
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル　

⑬

顧
客
相
談
受
付
対
応
表　

⑭
個
人
情
報
保
護

方
針　

⑮
個
人
情
報
保
護
規
定　

⑯
組
織
図

（
個
人
事
業
者
の
場
合
は
提
出
不
要
）　

⑰
個

人
情
報
管
理
記
録
表（
個
人
情
報
特
定
表
）　

⑱
入
退
室
管
理
簿　

⑲
教
育
実
施
記
録
ま
た

は
業
界
団
体
な
ど
の
教
育
受
講
記
録　

⑳
教

育
テ
キ
ス
ト
ま
た
は
そ
の
写
し（
実
施
ま
た

は
受
講
し
た
も
の
）

　

提
出
書
類
の
う
ち
、
⑥「
概
要
書
面
」
と

⑧「
契
約
書
面
」
は
基
本
的
に
各
塾
独
自
で

作
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
書
面
（
入
塾

契
約
書
な
ど
の
名
称
）
に
は
、
法
律
で
決
め

ら
れ
た
14
の
必
須
記
載
事
項
が
あ
る
。

①
サ
ー
ビ
ス（
権
利
）内
容　

②
サ
ー
ビ
ス
の

対
価（
権
利
の
販
売
価
格
）そ
の
他
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
の
額　

③
②
の
金
額

の
支
払
時
期
、
方
法　

④
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

期
間　

⑤
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
関
す
る
事

項　

⑥
中
途
解
約
が
い
つ
で
も
で
き
る
旨
、

お
よ
び
中
途
解
約
時
の
費
用
に
関
す
る
事
項

⑦
事
業
者
の
氏
名（
名
称
）、
住
所
、
電
話
番

号
、
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

⑧

契
約
の
締
結
を
担
当
し
た
者
の
氏
名　

⑨
契

約
の
締
結
の
年
月
日　

⑩
購
入
が
必
要
な
関

連
商
品
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
名
、

そ
の
種
類
、
数
量　

⑪
購
入
が
必
要
な
関
連

商
品
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
を
販
売

す
る
業
者
の
氏
名（
名
称
）、
住
所
、
電
話
番

号
、
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

⑫

割
賦
販
売
法
に
基
づ
く
抗
弁
権
が
あ
る
旨

（
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

行
う
場
合
の
み
）　
⑬
前
受
金
の
保
全
措
置
の

有
無
、
保
全
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
内
容

（
５
万
円
を
超
え
る
前
受
金
受
領
の
場
合
の

み
）
　

⑭
特
約
が
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容

　

契
約
を
結
ん
だ
後
８
日
以
内
は
、
無
条
件

解
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
な
り
、
例
え

ば
教
材
に
何
か
書
き
込
ん
で
い
た
り
し
て
も
、

そ
の
教
材
な
ど
は
そ
の
ま
ま
返
し
て
も
ら
い
、

お
金
も
返
却
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
途

契
約
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
期
間
を
過
ぎ

て
か
ら
の
解
約
で
、
無
条
件
解
約
で
は
な
く
、

違
約
金
が
請
求
で
き
る
（
違
約
金
は
指
導
開

始
前
、
指
導
開
始
後
で
、
上
限
額
が
決
ま
っ

て
い
る
）。

　

こ
う
い
っ
た
ル
ー
ル
を
入
塾
契
約
書
に
記

載
し
て
お
く
と
、
認
証
制
度
に
則
っ
て
い
る

形
に
な
り
、
塾
と
し
て
の
リ
ス
ク
回
避
に
も

な
る
。
ま
た
、⑨
契
約
の
締
結
の
年
月
日
は
、

そ
の
「
８
日
以
内
」
の
開
始
日
と
な
る
の
で
、

正
確
に
慎
重
に
扱
い
た
い
。「
法
律
に
よ
っ

て
事
業
者
も
消
費
者
も
守
ら
れ
て
い
る
側

面
が
あ
り
ま
す
」（
大
木
氏
）。

　

こ
の
「
関
連
商
品
」
と
は
「
教
材
」
の
こ

と
で
、
法
律
で
事
前
に
わ
か
っ
て
い
る
も
の

は
、
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

塾
生
の
学
習
効
果
の
変
動
な
ど
に
よ
っ
て
予

測
で
き
ず
に
後
か
ら
付
け
足
さ
れ
る
も
の
が

あ
る
場
合
は
、「（
塾
生
の
学
習
効
果
の
変
動

な
ど
に
よ
っ
て
）
付
け
足
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
必
ず
書
面
で
ご
連
絡

し
ま
す
」
な
ど
と
備
考
欄
に
明
記
す
る
。

「
な
ぜ
最
初
に
言
っ
て
お
い
て
く
れ
な
か
っ

た
、
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
た
め
に
、
情

報
開
示
で
き
る
こ
と
は
開
示
し
て
お
く
こ

と
」（
大
木
氏
）。

　
「
学
習
塾
認
証
制
度
」
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
９
９

９
０
（
学
習
サ
ー
ビ
ス
）
の
一
部
が
集
約
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
の
小
松
瑞
智
氏
は
、「
認
証
審
査
申
請
は

難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
順
序
立
て

て
作
成
す
れ
ば
大
丈
夫
で
す
。
認
証
制
度
は
、

消
費
者
保
護
に
重
き
を
置
い
た
制
度
で
、
こ

れ
を
取
得
し
た
塾
は
消
費
者
か
ら
み
る
と
、

明
ら
か
に
安
心
で
き
る
塾
と
い
え
ま
す
」
と

コ
メ
ン
ト
し
た
。

Ｑ
１　

認
証
取
得
の
た
め
の
費
用
は
。

　
Ａ　

申
請
料
は
５
，２
５
０
円
、
審
査
料

は
１
万
２
，６
０
０
円
。
認
証
が
認

め
ら
れ
た
場
合
の
認
証
マ
ー
ク
使
用

料
は
２
年
分
で
、
１
事
業
所
当
た
り

３
，１
５
０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
２　

協
会
や
業
界
団
体
に
所
属
し
て
い

な
く
て
も
申
請
で
き
ま
す
か
。

　
Ａ　

申
請
で
き
ま
す
。
協
会
や
業
界
団

体
へ
の
所
属
は
、
申
請
要
件
に
入

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３　

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
加
盟
店
と
し

て
学
習
塾
を
経
営
し
て
い
ま
す
。

申
請
は
で
き
ま
す
か
。

　
Ａ　

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
場
合
、
屋
号

（
ブ
ラ
ン
ド
名
）
等
は
同
じ
で
す
が
、

事
業
主
が
異
な
る
た
め
、
個
別
の

事
業
者
ご
と
に
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

Ｑ
４　

申
請
期
間
は
い
つ
で
す
か
。

　
Ａ　

平
成
25
年
度
申
請
は
左
記
の
通
り

で
す
。

（
前
期
）
平
成
25
年
４
月
１
日（
月
）

〜
平
成
25
年
５
月
31
日（
金
）

認
証
決
定
目
安　

９
月
初
旬

（
後
期
）
平
成
25
年
９
月
1
日（
日
）

〜
平
成
25
年
10
月
31
日（
木
）

認
証
決
定
目
安　

平
成
26
年
２
月

初
旬

「学習塾認証制度に関する研修会」「学習塾認証制度に関する研修会」
ＮＰＯ塾全協  東日本ブロック主催

２０１３年３月10日（日）
アットビジネスセンター池袋別館４０６

「
概
要
書
面
」と「
契
約
書
面
」

学
習
塾
認
証
制
度

よ
く
あ
る
質
問

「
ク
ー
リ
ン
グ・オ
フ
中
途
解
約

受
付
書
」に
つ
い
て

「
購
入
が
必
要
な
関
連
商
品
が

あ
る
場
合
」に
つ
い
て

　新内閣の下村博文文科省大臣は、バウチャー
制度（金券制度）を推し進めており、塾にも関
係してくると言われている。そんな中、NPO学
習塾全国連合協議会（塾全協）東日本ブロック
の主催で「学習塾認証制度に関する研修会」が
急きょ開催された。「学習塾認証制度」とは、
サービス産業生産性協議会の策定したガイドラ
インに基づいて作られた制度。公益社団法人全
国学習塾協会が審査し、認証基準を満たしてい
る事業者に認証を付与する。

学習塾認証制度に関する
お問い合わせは、

公益社団法人
全国学習塾協会
（４月１日より移行しました）
〒171-0031
東京都豊島区目白3-5-11
電話 03-5996-8511
http://www.jja.or.jp/

３つのＡは「消費者との適正な取引」
「顧客の安全」「個人情報の保護」
が認証基準を満たしていることを
表す認証マーク

「学習塾認証制度」の取得はリスク
回避の方策になると大木一利氏
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